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「子育ち・子育てワイワイプラン（後期計画）」（令和２年度から令和６年度まで）の期間満了に伴い、これまで

の子どもの育ちや子育て家庭の支援に関する取組の成果とこれからの課題への対応を推進するために、第３

期計画として「子ども・若者ワイワイプラン」を策定します。 

本計画は、こども基本法（令和５年４月施行）に基づいた、子ども・若者計画、子どもの貧困対策計画、その他

各法令の規定により策定する計画と一体のものとして作成することができる「こども計画」として位置づけら

れるものです。 

 

＜関連計画との連携＞ 

 

 

 

 

市内のすべての子ども・若者とその家庭、子ども・若者に関わる地域住民、事業者 

子ども・若者の範囲は国が策定した「こども大綱」を勘案し、0歳からおおむね29歳とします。ただし、取

組の内容又は必要により30歳以上の者も対象とします。 

※本計画における子ども・若者の年齢区分 

・ 子ども ・・・ ０歳から18歳未満の者 

・ 若者 ・・・ 16歳からおおむね29歳の者 

なお、子どもと若者は年齢で区切られるものではなく、重なり合う部分があります。 

 

 

 

令和7年度から令和16年度までの10か年 

ただし、子ども・子育て関連３法による教育や保育等の確保方策を記載した子ども・子育て支援事業計画

については、令和11年度までの５か年とします。  
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・ 子ども会議 

小学４年生から高校３年生までの30人が参加し、子ども施策について考え、居場所に関する提案や 

意見を発表 

 

 

・ 若者調査 

１６歳から２９歳までの市民を対象に、若者世代を取り巻く現状及び課題を把握 

 

 

 

・ 子どもの 活実態調査  

小学５年生とその保護者、中学２年生とその保護者を対象に、生活の状況と必要としている支援を

把握 

・ 子 て  ニーズ調査 

就学前児童の保護者と小学生の保護者を対象に、教育・保育サービスなどの利用状況や子どもと子

育て家庭を取り巻く状況を把握 

・ ヒアリ グ調査 

子育て支援サービスの利用者と支援者を対象に、子育てに関するニーズ、子育て家庭の意識や意見

を把握 

 

   これらの調査等からの分析や意見に基づき、  方針と取組を設定しています。 

 

 

子ども・若者審議会（令和７年４月予定）及び子ども・若者施策推進本部（令和７年４月予定）において、計画

の進捗状況の点検・評価を定期的に行い、施策の推進や改善につなげます。 

子ども・若者の権利の保障の観点から子ども・若者審議会の専門部会において、検証を行い、市は、提言を

踏まえて施策の推進や改善を図ります。子ども会議をはじめとする子ども・若者の意見を聞く場を設け、その

意見が計画に反映されるように努めます。 

  

 礎調査 からの市民ニーズ把握 

  の  体制 

 

子どもの意見反映の めの調査  

子どもや子 て家庭、子 て  事業の利用者や関係者に する調査  

若者  に する調査 
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本市がこれまで築いてきた基本理念を継承し、次世代を担う子ども・若者一人ひとりが輝き、心身ともに健

やかに成長することができ、育まれる環境づくりをより一層推進します。 

 

 

  理念Ⅰ  子ども・若者の権利の保  

子どもも若者も多様な人格・個 を尊重し、権利を保障され、今とこれからの最善の利益が

図られる権利の主体として認識し、家庭、教育・保育・子育て支援機関、地域、行政などが協力し

て、年齢や成長の過程に応じて意見を尊重し、自己の確立を支えていくよう取り組みます。 

 

 

  理念Ⅱ  すべての子ども・若者と親への   

支援に繋がりにくいとされる就園前の子育て家庭、発達が気になる子ども、不登校やヤング

ケアラーなど、様々な状況にある子ども・若者や家庭を誰一人取り残さないよう、それぞれのラ

イフステージに応じて、社会全体で切れ目ない支援を推進します。 

 

 

  理念Ⅲ  共同の子 て 

結婚・出産後も仕事と子育てを両立できるよう、単に子育てにおける女 の負担を軽くする

だけでなく、子育て当事者が子育ての過程と楽しさやつらさなどその時々の思いを共有し、子

育てを通して家庭や地域での役割を担えるよう取り組みます。 

 

 

  理念Ⅳ  循環型の子 て 

子どもが成長し、若い世代が自分らしく社会生活を送りながら、子どもを産み、育てたいと望

んだ場合に、不安なくそれぞれの希望に応じた生活ができるよう、職場や地域、行政など社会

全体が協力し、地域の人的環境・社会環境・自然環境の 備などを進めます。 

  

  理念 ・ 施 体系 
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基本理念をかなえるために取り組む方向 を  方針として掲げます。各基本方針を効果的かつ計画的に

推進するための重点的な取組を定め、達成状況を評価するための指 と令和１６年度の  を設定します。 

また、各基本方針の施策の方向 に基づいた施 ・事業に取り組みます。 

 

 

  方針   子ども・若者の主体的な参加ですすめる 

子ども・若者一人ひとりの違いを認め、仲間の中で自ら育とうとする力を大切にします。子ども・若者

の最善の利益が尊重された施策を推進するために、意見表明や自分に関わることへの参加の機会、まち

づくりに参画できる機会をつくりだします。 

 

重点的な取組 ※［施策の方向 ］ 指標 現状 目標 

子どもの権利を守る仕組みと体制

の   [1 1] 
子ども条例の認知度 中学２年生 71.1% 

（令和５年度） 
中学２年生 80.0% 

子ども・若者の意見表明の機会の

   [1 1] 

市の制度や取組への子ども・

若者の意見表明の参加割合 
64.7% 

（令和５年度、18歳まで） 
120.0% 

※子ども・若者人口に対する割合 

市の制度や取組に自分の考え

を伝えられていると思う若者

の割合 

15.0％ 
（令和６年度） 

60.0％ 

子ども参画による事業運営の推進  
[１ ２ １] 

子どもが市の子ども事業に参

画している割合 
2.8％ 

（令和５年度） 
50.0％ 

まちづくり活動の機会の    
[１ ２ １] 

まちづくり活動に参加してい

る若者の割合 
13.4％ 

（令和６年度） 
40.0％ 

子ども条例を通して子どもの権利を周知し、子どもの頃から主体的な行動を促します。子ども・若者の意見

表明や参加の機会を創出し、自らの意見が何らかの影響や変 をもたらす 験や意見を自由に表明して自分

らしく育つことができる環境づくりに重点的に取り組みます。 

 

 －   子ども・若者の権利の尊重 

・ 子どもの権利を守る仕組みと体制の   ＜重点＞ 

・ 子ども・若者の意見表明の機会の   ＜重点＞[若] 

・ 子どもの権利擁護のための啓発と広報の   

・ 人として権利を尊重する教育の推進 

 

 － －   地域のシステム    

・ 子ども参画による事業運営の推進 ＜重点＞ 

・ まちづくり活動の機会の   ＜重点＞[若] 

・ 若者がチャレンジできる環境づくりの検討 [若] 

各  方針の重点的な取組と施 ・事業 

新 

新 

新 
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・ 子ども・若者向け情報発信の   [若] 

・ 青少年育成会への支援の   

・ 様々な地域活動への参加や体験の拡  [若] 

・ 日本語を母語としない子どもが集える事業の運営 

 

 － －   居場所   

・ 子ども・若者の居場所の  ・推進 [若] 

・ 子ども参画による遊び場づくりの推進 

・ ボール遊び等ができる身近な環境の有効活用の検討 

・ 児童館機能の   

・ 中高生・若者に特 した児童センター機能の   [若] 

・ 学校等の活用による放課後等の居場所の   

・ 子ども・若者向けの  芸術・スポーツの振興 [若] 

・ 読書環境の 備

    

子ども会議からの提案を反映 
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  方針   おとなになる とを える 

子どもが若者となり、おとなとして社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程におい

て、おとなとしての役割を理 し、準備できるよう、家庭・関係機関・地域・行政が一体となって、他者との

ふれあいや地域とのかかわりの機会をつくります。 

 

重点的な取組 ※［施策の方向 ］  果指  現状    

子ども自身が相談しやすい体制の

   [２ 1] 

子ども相談室 ほっとルー 

の認知度 
中学２年生 67.3％ 

（令和５年度） 
中学２年 80.0% 

子どもLINE相談 いこいーな

窓口＠西東京の登録者数 
294人 
（令和５年度） 

1,000人 

若者の相談支援体制の   
 [２ 1] 

若年こころの健康相談「こころ

Hale・Hale＠西東京市」

LINE相談の登録者数 

2,137人 
（令和５年度） 

5,000人 
（令和 1５年度） 

地域行事等の活  による子ども・

若者参加の推進 [２ ２] 

子どもを地域の行事やお祭り

に行かせる保護者の割合 

小学５年生の保護者 

90.6％ 

中学２年生の保護者 

85.1％ 
（令和５年度） 

小学５年生の保護者 

 95.0％ 

中学２年生の保護者 

95.0％ 

地域の人とのかかわりがある

若者の割合 
15.9％ 

（令和６年度） 
25.0％ 

おとなへの移行の時期に抱えている悩みごとや不安などを相談しやすい体制を えます。 

また、子ども・若者が積極的に地域や社会との関わりや人と関わる機会を  させ、心身の成長を促すこと

に重点的に取り組みます。 

 －   心身及び経済的な自立 

 －   他者への理 とおとなの役割 

・ 地域行事等の活  による子ども・若者参加の推進 ＜重点＞[若]  

・ ボランティア活動の機会の   [若] 

・ インターン ップ制度による高校生、大学生の子育て体験の   [若] 

・ 情報リテラ ーの育成と情報モラル教育の   

・ 若い 世代への支援の 施 [若]  

・ 子ども自身が相談しやすい体制の   ＜重点＞ 

・ 若者の自立支援事業の検討 [若] 

・ ヤングケアラーへの支援 [若] 

・ 入所 施設退所後の支援の検討 [若] 

・ 社会的自立に困難を抱える子ども・若者に対する支

援の検討 [若] 

・ 子どもへの心理的支援及び福祉的支援の   

・ 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える支援 [若] 

・ 若者の相談支援体制の   ＜重点＞[若] 

・ 虐待の早期発見・早期対応、再発防止のための取組

の   

・ 心の悩みを抱えた子ども・若者への支援 [若] 

・ 不登校の児童・生徒への支援 

・ キャリア教育の推進 

・ タバコ・違法薬物等・ 感染症に対する正しい知識の

普及・啓発 

新 

新 

新 
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   方針   子 て家庭の え い 

父母になる男女が になる過程を協力してともに歩めるよう、子育て家庭を地域全体で支えるととも

に、子育て家庭 士の支え合いをつくり、子育ての喜びを共有できるようなまちづくりを目指します。 

 

 

重点的な取組 ※［施策の方向 ］ 成果指標 現状 目標 

子育てひろば事業の   [３ ２] 
子育てひろばの認知度 
（就学前児童の保護者） 

72.0％ 
（令和５年度） 

90.0％ 

子育て支援・相談に関する情報提

供の   [３ ２] 

市の子ども施策や子育てに関

する情報を公式LINEで知る

保護者の割合  

小学５年生の保護者 

6.9％ 

中学２年生の保護者 

5.5％ 
（令和５年度） 

小学５年生の保護者 

25.0％ 

中学２年生の保護者 

25.0％ 

子育て応援アプリ「いこいこ」

を利用している保護者の割合 
32.3％ 
（令和５年度） 

60.0％ 

子育て家庭が気軽に交流・相談できる環境や、地域で見守る体制の  を図ります。また、子育て支援や相

談に関する情報提供に重点的に取り組みます。 

 

 －   子 て意識の   

・ 父 の育児参加の推進 

・ 仕事と子育ての両立に関する啓発 

・ 子育てに関する学習機会の   

・ 栄養・食生活に関する教育・相談の 施 

・  子のふれあいを通じた学びの   

・ 地域の子育て意識の醸成 

 

 －    え いの場の充実

・ 子育てひろば事業の   ＜重点＞ 

・ 子育て支援・相談に関する情報提供の   ＜重点＞ 

・ 育児・子育て相談事業の   

・ 地域子育て支援センターの活用 

・ 保育園園庭開放の推進 

・ 子育ての仲間づくり、子育て支援団体・グループ等の支援の   

・ 子育て相談担当者の研修事業の   

 

 

 

 

  

新 
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   方針   市民参加型の子どもの ちと子 て家庭   

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の構築や地域全体で子育て家庭を見守る体制づ

くりを進めます。また、子ども・若者、子育て当事者、市民、事業者等の様々な主体の視点で子育て支援の

取組を考え、「子育て」と子ども自身が自らの力で心身ともに成長する「子育ち」を推進します。 

 

 

重点的な取組 ※［施策の方向 ］ 成果指標 現状 目標 

地域の人材活用の推進 [４ １ １] 

子どもを通じて地域とのつな

がりが感じられる保護者の割

合 

就学前児童の保護者 

56.3％ 

小学生の保護者 

64.7％ 
（令和５年度） 

就学前児童の保護者 

80.0％ 

小学生の保護者 

80.0％ 

妊娠期から子育て期にわたる総合

的相談・支援の 施 [４ ２] 

一人ぼっちで子育てをしてい

ると感じている保護者の割合 

就学前児童の保護者 

31.6％ 

小学生の保護者 

30.1％ 
（令和５年度） 

就学前児童の保護者 

0％を目指す 

小学生の保護者 

0％を目指す 

子どもの発達段階やライフステージに合わせた切れ目のない支援や家庭の状況に応じた伴走 支援の相談

体制を  します。また、す ての子どもが安心して育つことができるよう、社会全体で子どもの育ちを支え

られるよう安心・安全な環境づくりに重点的に取り組みます。 

 

 － －   子どもと家庭の   

・ 地域の人材活用の推進 ＜重点＞ 

・ 幼・保・小・中学校の交流・連携の推進 

・ 子育て短期支援事業（ ョートステイ）の   

・ 既存の施設を活用した待機児童への対策 

・ 幼稚園等園児保護者の負担軽減補助の 施 

・ 子どものための次世代教育の推進 

・ 防犯対策・通学路等の安全確保の 施 

・ 子ども家庭センターの運営 

・ 多様な保育ニーズへの対応 

・ ホー ヘルパー派遣事業の推進 

・ 子どもの  費の負担軽減及び児童手当の 施 

・  子で参加できる事業や地域行事の開催 

・ 子育て関連施設の環境 備 

・ 里 制度（養育家族）の推進

 

 － －     のある子どもを てる家庭の   

・ 発達支援の入り口としての相談から、フォローアップまでを行う事業の展開 

・ 障 のある子どもに対する幅広い専門 に基づく発達支援・家族支援の   

・   的ケア児への支援の   

・ 障 のある子どもの 育・教育相談・就学相談事業の推進 

・ 障 児保育の    

・ 幼稚園における障 のある子どもの受入れの促進 

・ 障 のある子どものいる家庭へのホー ヘルパー派遣事業の推進 

・ 施設緊急一時保護事業の 施 

・ 障 のある子どもを育てる家庭のレスパイトケア機能の 施 

新 
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・ 障 のある子どもがいる世帯への手当の   

・ 障 者、異年齢世代との交流事業の推進 

・ 特別支援教育の   

・ 障 のある子どもの放課後等の居場所の   

・ 市外にある特別支援学校への通学者に対する取組の   

・ 保育所等訪問支援事業の 施 

 

 － －   多様な文化的背景を持つ子どもと子 て家庭の   

・ 日本語適応指導の   

・ 外国語による情報提供の   

・ 外国語の翻訳サービス機能の   

・ 外国人の子育て家庭における社会参加の促進 

・ 外国語本の 備の継続 

 

 － －   ひと 親家庭の   

・ 母子・父子自立支援プログラ 策定事業の推進 

・ ひとり 家庭へのホー ヘルパー派遣事業の推進 

・ 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業の推進 

・ 母子保護の 施 

・ ひとり 家庭等  費助成事業及び児童扶養手当・児童育成手当の 施 

・ 母子及び父子福祉資金貸付事業の   

・ 養育費確保支援事業 

 

 －   保 ・医療 

・ 妊娠期から子育て期にわたる総合的相談・支援の 施 ＜重点＞ 

・ 母子保健と保育の連携強  

・ 訪問 相談の   

・ 母子健康手帳交付及び乳幼児健診の活用による母子保健の推進 

・ 予防接種についての普及啓発の   

・ 保健所との連携強 による母子保健サービスの推進 

・ かかりつけ ・かかりつけ歯科 の推進 

・ 小児  体制の   

 

 －   災 への 応を 定し 環境    

・ 子ども自身が  対応能力を高めるための教育の推進 

・ 子どもを守るための家庭と地域と市との連携の強  

・ 乳幼児に特有の生活必需品の備蓄の確保 

  

新 

新 
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子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の需要に係る「量の見込み」と、

これに対応した供給を行うための「確保の内容」と「 施時期」を定めます。 

計画期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間です。 

 

 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて、市域全体を１つの提供区域として設定しています。大

きな需要が新しく発生した場合や、著しい利用状況の変 が起こった場合は、各地域の課題に応じて施設 備

を検討するなどの適正な対応を図ります。 

 

 

保護者から教育・保育の利用申請があった子どもについて、市町村は、子どもの年齢や保育の必要 から、

次の3区分（1号・2号・3号）に認定します。教育・保育の量の見込みは、これらの区分ごとに算出することとな

っています。 

＜認定区分と提供施設＞ 

 

 

量の見込みに対しては、2号・3号認定（0歳から5歳まで）に係る保育について、将来的な子どもの人口や

保育ニーズの変 も踏まえながら、認定こども園 の支援や公立園の施設更新など、既存の教育・保育施設

を最大限に活用するとともに、教育（幼稚園）の希望が強い2号認定（3歳から5歳まで）については、幼稚園

の預かり保育の  を図るよう補助制度を継続し、周知を進めることで対応していきます。 

認定区分 
量の見込み・ 

確保内容 

令和７年度 

 初年度  

令和  年度 

   最終年度  

1号認定（3歳～5歳）（保育不要・教育希望） 量の見込み 1,416人 1,115人 

2号認定（3歳～5歳）（保育必要・教育希望） 量の見込み 682人 513人 

1号認定（3歳～5歳）（保育不要・教育希望） 

2号認定（3歳～5歳）（保育必要・教育希望） 
確保内容 2,098人 1,628人 

2号認定（3歳～5歳）（保育必要・保育希望） 

量の見込み 2,376人 2,405人 

確保内容 2,376人 2,556人 

3号認定（0歳～2歳）（保育必要・保育希望） 

量の見込み 2,291人 2,340人 

確保内容 2,080人 2,362人 

  ・保 の量の見込みと提供体制の確保 

  ・保 の提供区域 

認定の区分 

子ども・子 て  事業   第 期  ≪子ども・若者        第６章≫ 
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・ 保護者への負担軽減事業費補助の継続 

・ 私立幼稚園への助成の継続 

・ 一時預かり事業・預かり保育事業への補助の継続 

・ 認証保育所の事業者及び保護者への支援継続 

・ 私立幼稚園等入園料補助金による保護者支援 

・ 保育・地域支援の質の確保と向上 

 

 

 

事業名 事業内容 量の見込み・確保内容 令和７年度 令和  年度 

①利用者  事業 子育て家庭や妊産婦に、教育・保育

施設や地域子ども・子育て支援事業の

情報提供、相談、助言などを行い、関

係機関との連絡調 を行います。 

特定  
量の見込み 1か所 1か所 

確保内容 1か所 1か所 

基本  
量の見込み 5か所 5か所 

確保内容 5か所 5か所 

地域子育て

相談機関 

量の見込み 5か所 5か所 

確保内容 5か所 5か所 

こども家庭

センター  

量の見込み 1か所 1か所 

確保内容 1か所 1か所 

②地域子 て   

拠点事業 

地域子育て支援センター、児童館、

子育てひろばで、子育ての相談や情

報提供、子育て中の 子の交流、遊び

場の提供を行います。 

量の見込み 90,251人日 75,103人日 

確保内容 94,096人日 94,096人日 

③時間外保 事業 

（延長保育事業）  

保育所において、通常の保育時間

を超えて保育を行います。 
量の見込み 1,450人 1,450人 

確保内容 1,450人 1,450人 

④放課後   全 

  事業 

学童クラブの 備（学校の特別教室

等を一時的に学童クラブの育成室と

して利用するタイ  ェア含む）および

放課後子ども教室で、地域の方々の

参画を得て、さまざまな体験・交流活

動の機会を定期的・継続的に提供しま

す。 

学童 

クラブ 

量の見込み 2,985人 3,237人 

確保内容 2,500人 2,500人 

その他 

事業 

量の見込み 893人 893人 

確保内容 975人 1,285人 

⑤子 て短期   

  事業 

（ ョートステイ） 

保護者が病気や介護などの理由に

より、家庭での養育が一時的に困難と

なった場合、児童養護施設で子どもの

保護を行います。 

量の見込み 233人日 222人日 

確保内容 233人日 222人日 

⑥乳 家庭全戸 

訪問事業 

乳児のいるす ての家庭に、保健

師、助産師などが訪問し、子育て支援

に関する情報提供や保健指導を行い

ます。 

量の見込み 1,347人 1,346人 

確保内容 1,347人 1,346人 

⑦養   訪問事

業・要保護   の

  に資する事業 

育児不安を抱えている家庭などに

訪問し、育児・家事などの支援や相談

支援と、要保護児童対策地域協議会

の機能強 を図ります。 

量の見込み 81人 79人 

確保内容 81人 79人 

⑧子 て 帯訪問 

  事業 

訪問支援員が家事・子育てに不安

を抱える子育て家庭などに訪問し、家

事・子育てなどの支援により、虐待リ

スクなどの高まりを未然に防ぎます。 

量の見込み 228人 271人 

確保内容 228人 271人 

⑨       

拠点事業  
児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路などの

相談支援、食事の提供などを行います。 

地域子ども・子 て  事業の量の見込みと提供体制の確保 

新 

  ・保 の質の確保の めの取組 

新 

： 法改正により創設された事業 新 
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事業名 事業内容 量の見込み・確保内容 令和７年度 令和  年度 

⑩親子関係形  

  事業 

若年妊婦と若年ママを対象とした

情報交換や相談を行います。 
量の見込み 10人日 10人日 

確保内容 10人日 10人日 

⑪一時預か 事業 

（預かり保育） 

 

保護者が仕事やレスパイトなどによ

り、家庭での保育が一時的に困難とな

った乳幼児を、幼稚園や保育所などで

一時的に預かります。 

幼稚園 

（1号・ 

2号） 

量の見込み 118,600人日 118,600人日 

確保内容 118,600人日 118,600人日 

その他 

（幼稚園 

以外） 

量の見込み 16,034人日 14,639人日 

確保内容 16,034人日 14,639人日 

⑫病 ・病後 保 

事業 

 

急な病気となった児童（病児）や病

気回復期の児童（病後児）が、教育・保

育施設に通えないなどの場合に、病

院の専用スペースなどで看護師など

が一時的に保育を行います。 

また、児童の保育中の体調不良に

緊急的な対応するため民間、保育所

に看護師などを配置します。 

病児・ 

病後児 

保育 

量の見込み 3,195人日 2,962人日 

確保内容 6,446人日 6,446人日 

体調 

不良児 

対応 

量の見込み 1,761人日 1,761人日 

確保内容 1,761人日 1,761人日 

⑬子 て 助活  

 事業（ファミリー・サ
ポート・センター事業） 

児童の預かり、送迎時の支援など

を希望するファミリー会員と、支援を

行うサポート会員の相互援助活動に

関する連絡・調 を行います。 

量の見込み 1,816人日 1,667人日 

確保内容 1,816人日 1,667人日 

⑭妊婦  診査 

事業 

妊娠している方に対して、妊婦健康

診査を行います。 
量の見込み 1,239人 1,238人 

確保内容 1,239人 1,238人 

⑮実費徴収に係る 

補足給付を う 

事業 

低所得世帯又は多子世帯の子ども

の保護者が教育・保育施設等に支払う

給食の食材料費及び物品の購入費な

どを助成します。 

量の見込み 247人 227人 

確保内容 247人 227人 

⑯多様な事業者の

参入促 ・能力活

用事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究や多様な事業者の能力

を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進します。 

⑰妊婦 包括相談 

  事業 

妊娠届出時、乳児家庭全戸訪問な

どにおいて、出産や育児などに関する

継続的な情報発信や、必要な支援に

つなぐ相談支援を行います。 

量の見込み 4,041回 4,038回 

確保内容 4,041回 4,038回 

⑱乳  通園  

事業 

（こども誰でも通

園制度） 
  

全ての子育て家庭に対して、就労要

件を問わず通園できる新たな支援事

業です。 

令和７年度は準備期間とし、令和８

年度から 施します。 

0歳児 

量の見込み 
８人日 

（令和８年度） 
24人日 

確保内容 
８人日 

（令和８年度） 
24人日 

1歳児 

量の見込み ８人日 
（令和８年度） 

16人日 

確保内容 
８人日 

（令和８年度） 
16人日 

2歳児 

量の見込み 
７人日 

（令和８年度） 
19人日 

確保内容 ７人日 
（令和８年度） 

19人日 

⑲産後ケア事業 

         

退院直後の母子に対して心身のケ

アや育児サポートなどを行い、産後も

安心して子育てができるよう支援しま

す。デイサービスと ョートステイを 

施します。 

デイ 

サービス 

量の見込み 715人日 843人日 

確保内容 715人日 843人日 

 ョート 

ステイ 

量の見込み 532人日 627人日 

確保内容 532人日 627人日 

  

新 

新 

新 

新 

■相談や支援に関する事業 ■地域拠点に関する事業 ■預かり（保育）に関する事業 ■産前産後の支援に関する事業 ■その他の事業 
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